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「（仮）飯山ぷらざ」建設検討委員会 設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 「（仮）飯山ぷらざ」の建設にあたり、機能的かつ魅力的な市民活動の場を提供するこ

とを目的に、「（仮）飯山ぷらざ」建設検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（事業） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議検討し、事業を遂行するものとする。 

(1) 「(仮)飯山ぷらざ」の施設機能及び規模の検討 

(2) 「(仮)飯山ぷらざ」の建設候補地の検討 

(3) その他目的達成に必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会の委員は、市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、委嘱の日から平成２４年３月３１日までとする。 

３ 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

（委員会） 

第４条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。 

３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在又は事故があるときはその職務を代理する。 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、飯山市建設水道部まちづくり課まち並整備係が行う。 

（その他） 

第６条 委員会は、必要に応じて市役所の関係部署で組織する「（仮）飯山ぷらざ」建設庁内検

討会議から意見を求めることができる。 

２ この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は委員長 が別に定める。 

 

附  則 

この要綱は平成２３年５月１６日から施行する。 
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◇庁内検討会議 総務部、教育委員会、経済部、建設水道部の部長ほか関係職員 


